
●請願第２号（集団的自衛権討論）に対する本会議での討論

●発議第５号（集団的自衛権に関する意見書）に対する本会議での討論

【津滝俊幸議員】
　我が国の安全保障環境が厳しさを増している中、国民
の生命や安全を確実に担保する種々の方策の必要性が高
まっている。集団的自衛権の行使に関しても、我が国を
取り巻く諸情勢に対応する中で、議論、検討してきた結
果と考える。国民的理解や憲法解釈を決定する手法につ
いて賛否両論あるが、閣議決定の撤回を求めるというこ
とではなく、十分な説明を求め国会でしっかりと議論を
尽くす事が重要であると思う。

【伊藤まゆみ議員】
　集団的自衛権容認の閣議決定は憲法違反であり、解釈
変更で憲法を骨抜きにする行為は、国と国民に対する背
信行為であると意見書に明記すべき。集団的自衛権が必
要であるならば、国民投票を行い、その是非を問うべき
意見書であるべきで、内容が曖昧で、捉え方によっては
肯定しているかのように思える集団的自衛権に関する意
見書の提出に反対。

【加藤亮輔議員】
　第1次安倍内閣の時、教育基本法を改定して独立性を
奪い、国の管理を強化し、昨年は特定秘密保護法を強行
採決して、国民の知る権利と言論、報道の自由に重大な
制限を加えた。そして今回の集団的自衛権の行使容認で
ある。しかし、この意見書は集団的自衛権について、理
解が深まるように丁寧な説明を国に求めているので反対。

【加藤亮輔議員】
　安倍政権は、憲法解釈を変更して集団的自衛権を容
認する閣議決定をしたが、これは憲法違反である。先
の戦争の反省に立って、憲法前文で国民主権、平和主
義を誓い、９条で国際紛争を解決する手段としての戦
争と武力行使を放棄することを明記している。つまり
集団的自衛権を用いることは認められていない。内閣
は変更の提案はできるが、決めるのは主権者である国
民で、閣議決定で解釈の変更はできない。

【太田伸子議員】
　本意見書は、国に十分な国民への説明をし、国民が
納得いく施策を行うように求めている。集団的自衛権
行使容認を閣議決定するに至るまでの経過において、
十分に国民的な理解を得るに至っていない状況で、様々
な意見が存在し、全国の地方議会でも賛否が分かれる
ような状況である。国は、国民の理解が深まるように
充分な議論と丁寧な説明を実施し、国民が納得する施
策を行うことを強く要請することが必要と考える。
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